
愛知県緑化ポスター原画コンクール表彰要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、植樹及び森林・樹木の保護・保育の助長並びに緑化思想の高揚

に寄与し、緑化に関するポスターの原画として成績優秀な作品を表彰することに関

して必要な事項を定める。 

 

（表彰の対象） 

第２条 この要領における表彰の対象は、毎年度、公益社団法人愛知県緑化推進委員

会が実施する「愛知県緑化ポスター原画コンクール」に応募した作品とする。 

 

（表彰の種類） 

第３条 緑化に関するポスター原画として優秀な作品には、別表１に掲げる部門毎に

別表２掲げる賞を授与する。 

 

（表彰作品の決定） 

第４条 表彰作品は、愛知県緑化ポスター原画コンクール審査要領に基づく審査会

（以下、「審査会」という。）で決定する。 

 

（表彰） 

第５条 優秀作品は、翌年度開催する愛知県植樹祭の席上で表彰することし、賞状及

び副賞を贈呈する。 

 

（その他） 

第６条 一次審査において選考され、審査会（二次審査）に提出された作品について

は、記念品を贈呈する。 

 

附則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２３年７月１日から施行する。 

この要領は、令和２年７月１日から施行する。 

別表１ 

部  門 応   募   資   格 

小学生の部  小学校の児童 

中学生の部  中学校の生徒 

 

別表２ 

賞 区 分 
部   門 

小学生の部 中学生の部 

 

特 選 

 

 

 愛知県知事賞 １点 １点 

 公益社団法人愛知県緑化推進委員会会長賞 ２点 １点 

 愛知県教育委員会賞 ２点 １点 

 中日新聞社賞 １点 １点 

 

入 選 

 

 愛知県教育委員会賞 ３点 ２点 

 中日新聞社賞 ３点 １点 

 公益社団法人愛知県緑化推進委員会理事長賞 ６点 ３点 


